
京都市児童福祉施設等に対する「支え合い支援金」の給付に関する要綱（教育・保育施設

等関係） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において，感染リスク

を抱えながらも，第１線で子どもを支えていただいた施設等に対し，感謝の意を伝

えるとともに，今後の第２波・第３波への備えはもとより，ウイズコロナ下におい

ても，引き続き子どもの安心・安全のため力を尽くしていただけるよう，暫定的・

臨時的な措置として支援金を給付するため，必要な事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語は以下のとおりとする。 

⑴ 新型コロナウイルス感染症 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２

第１項に規定する新型コロナウイルス感染症 

⑵ 緊急事態宣言期間 

京都府下において，新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号）第３２条に規定する緊急事態宣言が発令されていた令和２年４月１７日から同年

５月１５日までの期間 

⑶ 児童福祉施設 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条及び第３９の２に規定する施設

並びに第５９条の２の規定により届け出ている施設（居宅訪問型保育事業を除く） 

⑷ 教育・保育施設 

以下に規定する施設 

ア 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する施設 

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園 

ただし，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）に規定する法律第３条第１項又は第３項認定を受け

たもの及び同法第１１条の規定による公示がされたものを除く。 

ウ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第３項に規定する施

設 

⑸ 第２種社会福祉事業（児童分野に限る） 

以下に規定する事業 

ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項２号に規定する一時預かり

事業のうち，京都市一時預かり事業（一般型）実施要綱第３条又は京都市一時預か

り事業（幼稚園型）実施要項第１９条における事業の実施について，市長による承

認を受けた事業 

イ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項２号に規定する病児保育事

業のうち，京都市病児・病後児保育事業実施要綱に基づき，契約又は協定を締結し

ている医療法人が行う事業 

（給付対象施設等） 



第３条 この要綱に基づく給付対象施設等は，本要綱の決定時点において，運営されてお

り，次の要件のすべてを満たす施設・事業（以下，「施設等」と言う。）とする。 

ただし，本市が運営している施設等を除く。 

⑴ 本市域内の施設等 

⑵ 新型コロナウイルスが指定感染症として指定された令和２年２月１日から同年６月

末までに，事業実績のある施設等 

⑶ 次のいずれかの施設等のうち，令和３年３月３１日まで継続した事業運営が見込ま

れる施設等 

ア 児童福祉施設 

イ 教育・保育施設 

ウ 第２種社会福祉事業（児童分野に限る） 

エ 緊急事態宣言期間下において，児童を受け入れた実績が顕著である等，市長が特

に必要と認める施設等 

（給付金額） 

第４条 給付金額は，１施設・１事業当たり１００千円とする。 

ただし，同一の施設で同一の人員でもって複数の事業を実施している場合は，サ

ービス提供が一体的になされているとみなし，１事業として取り扱う。 

（申請手続） 

第５条 市長は，第３条の施設等の情報に基づき，『京都市「支え合い支援金」申請書兼請

求書（第１号様式）』を送付又は配布する。 

２ 前項の送付を受けた施設等は，市長が指定する期日までに，第１号様式を提出し

なければならない。 

３ 市長は，別に定める施設等について，令和２年２月１日から同年６月末までの活

動実績が分かる書類の提出を求めることができる。 

（給付決定） 

第６条 市長は，前条による給付申請が到達してから，原則として３０日以内に，当該申

請に係る書類等の審査等を行い，給付することを決定した場合は，『京都市「支え合

い支援金」給付決定通知書（第２号様式）』により通知するとともに，施設等が指定

した口座に振り込む方法により支援金を給付するものとする。 

なお，この場合，支援金の振込をもって，第２号様式の交付を省略することがで

きる。 

２ 市長は，前項の審査等の結果，給付しないことを決定した場合は，『京都市「支え

合い支援金」に係る給付不可決定通知書（第３号様式）』により，その旨を施設等に

通知する。 

（申請が行われなかった場合の取扱い） 

第７条 市長が申請書等の送付を行い，支援金の給付に関する周知を行ったにもかかわら

ず，市長が指定する申請期限までに申請が行われなかった場合は，施設等が支援金

の受給を辞退したものとみなす。 

２ 市長が給付の決定を行った後，申請書等の不備による振込不能等，施設等の責に

帰すべき事由により給付ができなかった場合において，市長が確認等に努めたうえ

でもなお申請期限までに補正等が行われなかった場合は，当該申請が取り下げられ



たものとみなす。 

３ 第１項及び第２項に規定する期限は，令和３年２月２８日とする。 

（給付決定の取消） 

第８条 市長は，年度途中の事業廃止，第４条に基づく重複受給，又は，偽りその他不正

の手段により支援金の給付を受けた施設等に対しては，給付決定を取り消すことが

できる。 

２ 市長は，前項の規定により取消し等を決定したときは，施設等に対し，速やかに

その旨を『京都市「支え合い支援金」給付決定取消通知書（第４号様式）』により通

知するものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により，給付決定を取り消した場合等において，既に，支

援金が給付されている時は，期日を定めて，その返還を命じるものとする。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第９条 支援金の給付を受ける権利は，他人及び他法人に譲渡し，又は，担保に供しては

ならない。 

（関係書類の整備） 

第１０条 支援金を受給した施設・事業者は，次の各号に掲げる関係書類について，日常

的に整備するとともに，給付後５年間保管しておかなければならない。 

⑴ 令和２年２月から同年６月までの運営に関する実績 

⑵ 本事業に関する書類一式 

（委任） 

第１１条 この要綱の施行に関し，必要な事項は，子ども若者はぐくみ局長が定める。 

  

附 則 

この要綱は，決定の日から施行する。 

 

  



第１号様式（第５条関係）                          児童福祉施設等用 

京都市「支え合い支援金」申請書兼請求書 
(宛先) 京都市長    年   月   日 

申請者の住所 

〒      － 

京都市 

（ふりがな） 

法人・団体名及び代表者氏名 

 

 

 

                  ㊞ 

 
※ 法人・団体の場合は，所在地，法人・団体の名称，請求権限のある方（代表取締役，理事長，委任を受けた施設長等）

の職名・氏名を記入し，原則として法人・団体の名称及び職名が刻印された請求印を押してください。 

 

下記のとおり，京都市支え合い支援金を申請します。 
 

記 

１ 請求対象となる施設の名称 

施設（事業所）の名称 
 

 
※ 本市から送付した封筒の宛名を参考に記載してください。 

 

２ 請求額・振込先口座（いずれかに○をしてください） 

⑴ 給付費・委託費の受領において使用している口座を使用する 

⑵ 以下の口座を使用する（口座確認等のため，⑴に比べて，振込に時間を要する場合があります） 

請求額 

□ ￥１００，０００円 

□ ￥２００，０００円（※） 
 ※要綱第２条第３号又は同条４号に規定する施設の事業実績に加え，同条第５号アに

規定する一時預かり事業（幼稚園型Ⅰを除く）の事業実績がある場合のみ 

振

込

先

口

座 

金融機関 

銀行 

金庫 

農協 

本店・支店・出張所 

 

金融機関番号     支店番号     

預金種目 
□普通 □当座 □貯蓄 

□その他（     ） 
口座番号        

口座名義 

（フリガナ） 

                  

                  

口座名義 

（漢字等） 
 

※ 振込先口座は，請求者である法人・団体名義の口座又は施設名義の口座に限ります。 
※ ゆうちょ銀行の場合は，振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号を記入してください。 

 

３ 連絡先・書類送付先 

担当者氏名  

電話番号  

不備等があった場合

の書類送付先 

□ 同上 

□ 以下のとおり 

 住所： 

 氏名： 

※ 審査の結果，適当と判断した場合は指定口座への振込を行うほか，不適当と判断した場合は給付不可決定通知書を交付します。 



第２号様式（第６条関係） 

第   号 

年   月   日 

 法人等名称  

 代 表 者 名         様 

京都市長    門 川 大 作 

担当：子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室  

Ｔ Ｅ Ｌ ： ２ ５ １ － ２ ３ ９ ０ 

京都市「支え合い支援金」給付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました京都市「支え合い支援金」について，次

のとおり給付することを決定したので，通知します。 

 

１ 給付金額 

金        円 

 

２ 給付条件 

⑴ 支援金の給付を受ける権利は，他人及び他法人に譲渡し，又は，担保に供しては

ならない。 

⑵ 本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支出につい

て証拠書類を整理し，かつ，当該帳簿及び証拠書類を事業の完了日の属する年度の

終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑶ 上記各号のほか，この支援金は「要綱」に定める各条項に従って使用しなければ

ならない。 

⑷ 上記各号に違反した場合には，この支援金の全部又は一部の返還を命ずることが

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第３号様式（第６条関係） 

第   号 

年   月   日 

 法人等名称  

 代 表 者 名         様 

京都市長    門 川 大 作 

担 当 ： 子 ど も 若 者 は ぐ く み 局 幼 保 総 合 支 援 室 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ２ ５ １ － ２ ３ ９ ０ 

 

京都市「支え合い支援金」に係る給付不可決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました京都市「支え合い支援金」について，給

付しないことを決定したので，次のとおり通知します。 

 

 

１ 申請に係る施設・事業名 

 

 

２ 給付しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

第   号 

年   月   日 

 法人等名称  

 代 表 者 名         様 

京都市長    門 川 大 作 

担 当 ： 子 ど も 若 者 は ぐ く み 局 幼 保 総 合 支 援 室 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ２ ５ １ － ２ ３ ９ ０ 

 

京都市「支え合い支援金」給付決定取消通知書 

 

年  月  日付けで申請があった京都市「支え合い支援金」について，要綱第

８条の規定により，給付を取り消しますので通知します。 

 

１ 既給付決定額 

金          円…（Ａ） 

 

２ 給付決定金額（確定） 

金          円…（Ｂ） 

 

３ 返還決定額 

金          円…（Ｂ－Ａ） 

 

４ 給付取消の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


